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第　 8 7 　号

　　　熊本県都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

　熊本県都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。

　　令和 3年 2月 1 8 日提出

� 熊本県知事　蒲　島　郁　夫　　　

　　　熊本県都市公園条例の一部を改正する条例

　熊本県都市公園条例（昭和 5 3 年熊本県条例第 9号）の一部を次のように改正する。

　別表第 1の 3の表を次のように改める。

　 3　法第 6条第 1項又は第 3項の規定により許可を受けて都市公園を占用するときの使

用料

区分 単位

所在地及び金額

熊本市 上益城郡益城

町

八代市 水俣市

電柱 1本 1年に

つき

1， 1 0 0 円 1 ， 1 0 0 円 9 7 0 円 9 4 0 円

電話柱 1本 1年に

つき

6 5 0 円 6 2 0 円 5 6 0 円 5 5 0 円

支線柱 1本 1年に

つき

6 5 円 6 2 円 5 6 円 5 5 円

共架電線その他上

空に設ける線類

1メートル

1年につき

7円 6円 6円 5円

地下に設ける電線

その他の線類

1メートル

1年につき

4円 4円 3円 3円

変圧塔その他これ

に類するもの及び

公衆電話所

1個 1年に

つき

1， 3 0 0 円 1 ， 2 0 0 円 1 ， 1 0 0 円 1 ， 1 0 0 円

郵便差出箱及び信

書便差出箱

1個 1年に

つき

5 5 0 円 5 2 0 円 4 7 0 円 4 6 0 円

鉄塔 1平方メー

トル 1年に

つき

1， 3 0 0 円 1 ， 2 0 0 円 1 ， 1 0 0 円 1 ， 1 0 0 円

水道管

、下水

道管、

外径 0． 0

7 メートル

未満のもの

1メートル

1年につき

2 7 円 2 6 円 2 4 円 2 3 円
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ガス管

その他

これら

に類す

るもの

外径 0． 0

7 メートル

以上 0．1

メートル未

満のもの

1メートル

1年につき

3 9 円 3 7 円 3 4 円 3 3 円

外径 0．1

メートル以

上 0．1 5

メートル未

満のもの

1メートル

1年につき

5 9 円 5 5 円 5 1 円 4 9 円

外径 0． 1

5 メートル

以上 0．2

メートル未

満のもの

1メートル

1年につき

7 8 円 7 4 円 6 8 円 6 6 円

外径 0．2

メートル以

上 0． 3メ

ートル未満

のもの

1メートル

1年につき

1 2 0 円 1 1 0 円 1 0 0 円 9 9 円

外径 0．3

メートル以

上 0． 4メ

ートル未満

のもの

1メートル

1年につき

1 6 0 円 1 5 0 円 1 4 0 円 1 3 0 円

外径 0．4

メートル以

上 0． 7メ

ートル未満

のもの

1メートル

1年につき

2 7 0 円 2 6 0 円 2 4 0 円 2 3 0 円

外径 0．7

メートル以

上 1メート

ル未満のも

1メートル

1年につき

3 9 0 円 3 7 0 円 3 4 0 円 3 3 0 円
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の

外径 1メー

トル以上の

もの

1メートル

1年につき

7 8 0 円 7 4 0 円 6 8 0 円 6 6 0 円

興行、展示会、集

会その他これらに

類する催しのため

設けられる仮設工

作物（使用期間が

1月未満のものに

限る。）

1平方メー

トル 1日に

つき

3 1 円 2 4 円 9 円 6 円

興行、展示会、集

会その他これらに

類する催しのため

設けられる仮設工

作物（使用期間が

1月以上のものに

限る。）

1平方メー

トル 1日に

つき

2 9 円 2 2 円 9 円 6 円

その他の物件 1平方メー

トル 1月に

つき

2 9 0 円 2 2 0 円 9 0 円 5 9 円

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。

　（経過措置）

2　改正後の別表第 1の 3の表（以下「新別表第 1の 3の表」という。）の規定は、この

条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の占用に係る使用料について適用し、

施行日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

3　この条例の施行の際現に都市公園法（昭和 3 1 年法律第 7 9 号）第 6条第 1項又は第

3項の規定による許可（以下「許可」という。）を受け都市公園を占用している工作物、

物件又は施設（施行日において許可を受けたものを含む。以下「既存占用物件」とい

う。）に対して徴収すべき令和 3年度の使用料の額は、既存占用物件について新別表第

1の 3の表の規定を適用して算定した使用料の額が改正前の別表第 1の 3の表の規定を
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適用して算定した使用料の額に 1． 2を乗じて得た額（以下「調整額」という。）を超

える場合は、当該調整額とする。

　（提案理由）

　都市公園を占用する場合の使用料の額等を見直す必要がある。

　これが、この条例案を提出する理由である。


